
行政相談所へのご相談の一例
●年金についてどこに相談したらよいのか
　分からない
●公共施設をもっと高齢者や身体障がい者
　に利用しやすくなるよう改善してほしい
●道路にひびが入り危険なので何とかして　
　ほしい
●わかりにくい道路案内標識を改善して
　ほしい



行政相談所の開設日
●日時　　１２月１３日（金）
　　　　　午前１０時から午後２時まで
●場所　　勝本町ふれあいセンターかざはや
●相談料　無料

　【お問い合わせ：総務課（☎48-1111）】


